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集
合
住
宅
等
（
ア
パ
ー
ト
、
マ
ン
シ
ョ

ン
）
の
共
同
テ
レ
ビ
受
信
施
設
を
地
上
デ

ジ
タ
ル
放
送
に
対
応
す
る
よ
う
に
改
修
す

る
際
、
費
用
負
担
が
過
重
（
世
帯
当
た
り

の
負
担
額
が
３
万
５
０
０
０
円
以
上
）
と

な
る
場
合
に
、
そ
の
費
用
の
一
部
（
最
大

で
２
分
の
１
）
を
国
が
助
成
す
る
制
度
が

ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
。
 

　
助
成
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
改

修
工
事
を
行
う
前
に
助
成
申
請
を
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
助
成
の
申
請
期

間
は
、
平
成
２２
年
１
月
１５
日
ま
で
で
す
。
 

J
デ
ジ
サ
ポ
助
成
金
相
談
窓
口
蕁
０
５
７

０
・
０９３
・
７２４
、
ま
た
は
蕁
０３
・
５
６
２
３
・

３
１
２
１
（
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
６
時
）

デ
ジ
サ
ポ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
 http://www. 

digisuppo.jp 

  　
今
現
在
の
テ
レ
ビ
放
送
（
地
上
ア
ナ
ロ

グ
放
送
）
は
、
平
成
２３
年
７
月
２４
日
に
終

了
し
ま
す
。
そ
れ
以
降
、
ア
ナ
ロ
グ
テ
レ

ビ
を
お
使
い
の
方
は
、
テ
レ
ビ
放
送
（
デ

ジ
タ
ル
放
送
）
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
の
対

応
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
 

①
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
対
応
の
テ
レ
ビ
に

買
い
換
え
る
。
 

②
地
上
デ
ジ
タ
ル
チ
ュ
ー
ナ
ー
を
買
い
足

す
。
 

③
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
対
応
済
み
の
ケ
ー

ブ
ル
テ
レ
ビ
で
視
聴
す
る
。
 

※
①
②
は
Ｕ
Ｈ
Ｆ
ア
ン
テ
ナ
が
必
要
で
す
。
 

J
地
デ
ジ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
蕁
０
５
７
０
・

０７
・
０
１
０
１
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）
、
ま

た
は
蕁
０３
・
４
３
３
４
・
１
１
１
１
（
平

日
＝
午
前
９
時
〜
午
後
９
時
、
土
・
日
・

祝
日
＝
午
前
９
時
〜
午
後
６
時
）
 

譖
デ
ジ
タ
ル
放
送
推
進
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
　http://www.dpa.or.jp 

   Q
１１
月
１５
日
豸
〜
２１
日
貍
　
午
前
８
時
３０

分
〜
午
後
７
時
（
１５
日
・
２１
日
は
午
前
１０

時
〜
午
後
５
時
）
 

相
談
専
用
電
話
　
蕁
０
５
７
０
・
０７０
・
８１０

（
全
国
共
通
）
 

O
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
※
相
談
員
＝
法

務
局
職
員
、
埼
玉
県
人
権
擁
護
委
員
連
合

会
男
女
共
同
参
画
社
会
推
進
委
員
 

J
さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課
蕁

０４８
・
８６３
・
９
５
８
９
 

  　
１１
月
は
「
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
推
進
月
間
」

で
す
。
県
で
は
、
地
球
温
暖
化
防
止
と
大

気
環
境
改
善
の
た
め
環
境
に
や
さ
し
い
自

動
車
の
運
転
方
法
で
あ
る
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ

の
普
及
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
、

ぜ
ひ
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
を
実
践
し
て
く
だ
さ

い
。
 

エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
の
方
法
 

①
ふ
ん
わ
り
ア
ク
セ
ル
 

②
加
減
速
の
少
な
い
運
転
 

③
早
め
の
ア
ク
セ
ル
オ
フ
 

④
エ
ア
コ
ン
の
使
用
を
控
え
め
に
 

⑤
ア
イ
ド
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
プ
 

⑥
暖
気
運
転
は
適
切
に
 

⑦
道
路
交
通
情
報
の
活
用
 

⑧
タ
イ
ヤ
の
空
気
圧
を
こ
ま
め
に
チ
ェ
ッ

ク
 

⑨
不
要
な
荷
物
は
積
ま
ず
に
走
行
 

⑩
駐
車
場
所
に
注
意
 

J
県
青
空
再
生
課
蕁
０４８
・
８３０
・
３
０
６
３
 

市議会新正副議長決まる！
　平成２１年第１回八潮市議会臨時会（９月２９日）にお
いて、新たな正副議長が選出されました。 

議長　瀬戸知英子氏（５８歳） 
住所　八潮４－１６－５ 
経歴　市議会議員３期目 
建設水道常任委員会副委員長 

副議長　森　伸一氏（４９歳） 
住所　緑町５－３０－１３ 
経歴　市議会議員３期目 
総務文教常任委員会委員長 
外環・東埼玉道路周辺対策特別委員会委員長 
総務文教常任委員会副委員長 
建設水道常任委員会副委員長 
外環・東埼玉道路周辺対策特別委員会副委員長 

監査委員の選任 
（議会選出）　吉田　準一氏（南後谷） 
　　　　　　（任期　平成２１年９月２９日～平成２５年９月２７日） 

教育委員会委員の任命（再任） 
秋山　孝一氏（中央二） 
（任期　平成２１年１０月１日～平成２５年９月３０日） 

せ　と　ち　え　こ もり　　  しんいち 

よしだ　　 じゅんいち 

あきやま　　　こういち 

全 国 秋 の 火 災 予 防 運 動  
11月9日（月）～ 11月15日（日） 

『 消えるまで　ゆっくり火の元　にらめっ子 』 

　この運動は、火災予防思想を一層広めることで火災の発生を防止し、高齢者
等を中心とする死者の発生を減らし、財産の損失を防ぐことを目的としています。 
 
【重点目標】 
１　住宅防火対策の推進 
条例により義務化された住宅用火災警報器を設置しましょう。 
※悪徳な訪問販売員による被害が各地で多発しています。十分注意しまし
ょう。 

２　放火火災防止対策の推進 
ゴミは収集日に出すことを徹底し、家の周りに新聞、雑誌など燃えやすいもの
は置かないようにしましょう。 

３　特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 
夜間において火災が発生した場合を想定した消火、通報および避難訓練を
実施し、協力体制を築きましょう。 

 
【住宅防火　いのちを守る　3つの習慣・4つの対策】 
　３つの習慣 
☆ 寝タバコは、絶対やめる。 
☆ ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 
☆ ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 

 
　４つの対策 
☆ 逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報
器を設置する。 

☆ 寝具、衣類およびカーテンからの火災を防
ぐために、防炎品を使用する。 

☆ 火災を小さいうちに消すために、住宅用
消火器を設置する。 

☆ 高齢者や身体の不自由な人を守るために、
隣近所の協力体制をつくる。 

J消防本部予防課蕁９９６－０１３４ 

離職によって住宅等にお困りの方へ 
《臨時相談会開催》 

　平成２１年１０月から、離職者であって就労能力および就労意欲のある方で、住
宅等にお困りの方を対象として、６月間を限度として住宅手当を支給するなどの支
援が始まっています。次のとおり、「住宅手当緊急特別措置補助金等臨時相談会」
を開催しますので、支給対象者の要件を確認のうえ、ぜひ、相談にお越しください。 
Q １１月２２日（日）　午前９時～正午・午後１時～４時 
L　市役所２階第２会議室 
O　事業の説明、住宅手当の申請、住宅確保の手続き、就職活動など 
 
住宅手当の支給対象者（以下の要件すべてに該当する方） 
 
①　２年以内に離職した方 
②　離職前に、自らの労働により賃金を得て、主として世帯の生計を維持
していた方 

③　就労能力および常用就職の意欲があり、公共職業安定所へ求職申
し込みを行う方 

④　住宅を喪失している方、または喪失する恐れのある方（喪失する恐
れのある方は下記⑤および⑥の要件に該当し、賃貸住宅等に入居
している方） 

⑤　原則として収入のない方。一時的な収入がある場合、または生計を
一とする同居の親族の収入がある場合には、支給申請日の月の収入
見込額の合計が次の金額以下であること。 

　　・単身世帯　８万４０００円　・複数世帯　１７万２０００円 
⑥　生活を一とする同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である
こと。 

　　・単身世帯　５０万円　　　・複数世帯　１００万円 
⑦　国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付または給付（就

職安定資金融資、訓練・生活支援給付、就職活動困難者支援事業
等）、自治体が実施する類似の貸付または給付等を受けていない方 

 
※手当の支給期間中は、住宅確保・就労支援員の指導により、常用就職に向け
た就職活動を行っていただきます。 
※相談日以外でも平日の業務中に住宅手当緊急特別措置事業に関する相談を
受け付けています。 
J商工観光課蕁A３３６　 

自
動
車
の
運
転
は
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ
で
！
 

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
 

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
 

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
視
る
た
め
に
 

集
合
住
宅
等
の
共
同
テ
レ
ビ
受
信
 

施
設
の
改
修
費
用
へ
の
助
成
制
度
 


